
判決写しの法律雑誌社への便宜供与に関する事務フロー
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①
便宜供与可能な判決
の選別

各部は,当月において便宜供与可能な判決を選別する。
なお｡便宜供与可能な判決とは,当月処理のなされた第三者閲覧に供すること
のできる対席判決(ただし,公示送達事件及び自白事件を除く｡）。

※閲覧等制限の申立てがされている判決書は対象とならないので注意す
る｡また,それまでのマスコミによる報道の状況等から判決書を公開すること自
体が当事者等に回復困難な被害を与える事件であると担当部において判断し
た事件の判決書については,提供対象から除くものとする(詳細は平成29年9
月29日付け事務連絡参照｡)。

②
民事判決害集(貸出
可能判決綴り)の作
成

①により,当月において便宜供与可能と判断した判決写しを一まとめにし, 「民
事判決書集｣として編さんする。

③
部総括裁判官による
便宜供与の可否に関
する判断

を雑誌社に便宜供与することについて,可否の判断を行い, 「否｣の判断
をしたものは, 「民事判決書集｣から外す。

④
民事判決一覧の作成
及び決裁

②に編さんされた判決写しについて, 「民事判決一覧｣を作成し,便宜供与が
｢可｣である旨の部内決裁(主任書記官及び部総括裁判官)を行い,決裁後の
｢民事判決一覧｣写しを『民事判決書集｣に編綴する。

⑤
民事判決書集等の提
出

各部は,民事判決書集及び民事判決一覧原本を便宜供与窓口となる民事訟廷
庶務係等に提出する。
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⑥ 民事代行決裁
民事訟廷庶務係等の便宜供与窓口となる部署は,部総括裁判官が便宜供与
することについて｢可｣とした｢民事判決書集｣につき,雑誌社への便宜供与する
ことについて,民事代行の許否の決裁を受ける。

⑦ 貸し出し
民事訟廷等の窓口は⑥の決裁後,雑誌社に｢民事判決書集｣を貸し出す｡な
お,この際には,貸出条件を記戦した｢受領書｣を提出させる｡雑誌社に対し，
貸出日を含む貸出条件を手元に残させるため, 「受領書｣の写しを交付する。

★
閲覧等制限の申立て
があった場合

※上記の事務フローにより民事判決一覧に編さんした判決について,閲覧等
制限の申立てがあった場合には,部は,直ちに庶務係等の便宜供与窓口に連
絡する。
※連絡を受けた便宜供与窓口は,当該判決についてその後の貸し出しを中
止するため, 「民事判決書集｣から当該判決を外す。
※部は,閲覧等制限決定確定後に,改めて便宜供与することが相当と判断し
た場合は,マスキングがされたものを提供するため,再度①～⑤の手続きを行
ー

つ。


